
次の（1）または（2）のいずれかに該当する中小企業者。

（1）申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本
保証付き融資額の1割以上（融資期間12か月以上）のプロパー融資を受け
ること。

（2）申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計
画の実行及び進捗の報告を行うこと。

【添付資料】
信用保証協会所定の申込資料のほか、以下の書面を添付するものとする。
・申込人資格要件申告書兼誓約書
・経営行動計画書（(2)の場合）

次の「協調支援枠」または「賃上げ支援枠」のいずれかに該当する中小
企業者。

「協調支援枠」：申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と
原則同時に本保証付き融資額の1割以上（融資期間12か月以上）のプロ
パー融資を受けること。

「賃上げ支援枠」：申込金融機関の支援を受けつつ、自ら賃上げの目標
設定※を含む経営行動計画を策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行
うこと。※裏面Ｑ＆Ａ参照

【添付資料】
信用保証協会所定の申込資料のほか、以下の書面を添付するものとする。
・申込人資格要件申告書兼誓約書
・経営行動計画書（「賃上げ支援枠」の場合）

事業資金（運転・設備・返済）

2億8,000万円（組合等の場合：4億8,000万円）
※全国統一保証制度と和歌山県制度及び複数の保証協会利用分を合算した保証限度額

資金繰り安定資金（協調支援枠／賃上げ支援枠）単体の
融資限度額8,000万円

責任共有対象（80％保証）

「資格要件（1）」および「協調支援枠」：国の保証料補助によりお客様負担は下表のとおり
※いずれも補助前は0.45％～1.90％

◉申込日が制度創設～令和8年3月31日の場合（表1）

◉申込日が令和8年4月1日～令和9年3月31日の場合（表2）

◉申込日が令和9年4月1日～令和10年3月31日の場合（表3）

※中小企業信用保険法第21条各号に定める事由（貸借対照表を作成していない等）に該当する場合は、
（表1）～（表3）の各⑤区分の料率及び補助率を適用します。

資格要件（2）
国の保証料補助によりお客様負担は上記（表3）のとおり

「賃上げ支援枠」
国および県の保証料補助によりお客様負担は下記のとおり

※補助前は年0.45～1.90％

※「賃上げ支援枠」の対象とならない場合、
「県経営支援資金（経営力強化枠）」での取り組みもご検討ください。
（参考：県経営支援資金（経営力強化枠保証料率））

※保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする取り扱いを適用する場合、上記保証料率に0.25％もしくは0.45％上乗せ(無担保保険に限る)
※いずれの場合も条件変更に伴い追加して生じる保証料は国補助対象外

【本 所】保 証 課 ☎:０７３-４３３-９７０５

経営支援課 ☎:０７３-４３３-９７０４

【田辺支所】業 務 課 ☎:０７３９-２２-４６６６

適用料率

国補助 ▲0.95 ▲0.87 ▲0.77 ▲0.67 ▲0.57 ▲0.50 ▲0.40 ▲0.30 ▲0.22

適用料率

国補助 ▲0.63 ▲0.58 ▲0.51 ▲0.45 ▲0.38 ▲0.33 ▲0.26 ▲0.20 ▲0.15
適用料率

国補助 ▲0.47 ▲0.43 ▲0.38 ▲0.33 ▲0.28 ▲0.25 ▲0.20 ▲0.15 ▲0.11
適用料率

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

通常料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

国補助 ▲0.47 ▲0.43 ▲0.38 ▲0.33 ▲0.28 ▲0.25 ▲0.20 ▲0.15 ▲0.11

県補助 △0.23 △0.17 △0.07 △0.02 △0.02 ─ ─ ─ ─

適用料率

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
通常料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

裏面に続く

原材料価格の高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融
資と保証付き融資を組み合わせることなどにより金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応
するための省力化投資による中小企業者の経営の安定や事業の発展など多岐にわたる経営課題解決へ
の取組に資することを目的に創設された制度です。



一括返済の場合：1年以内 分割返済の場合：10年以内
※据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内

必要に応じて徴求

必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

金融機関所定利率 年1.4％以内

金融機関経由 県制度融資取扱金融機関経由

令和7年3月14日～令和10年3月31日申込受付分 令和7年4月1日～令和10年3月31日申込受付分

令和７年３月

（注）本資料の内容は、令和7年4月1日時点のものです。
また、ご利用にあたっては、信用保証協会の保証審査が必要です。ご希望に添えない場合がありますので予めご了承ください。

Ｑ１：資金繰り安定資金（賃上げ支援枠）で県が独自に設定する賃上げ要件は。

Ａ１：経営行動計画書において、給与支給総額について、以下の目標を設定する必要があります。
計画期間が３年の場合は、計画終了時において４．５％以上向上
計画期間が４年の場合は、計画終了時において６．０％以上向上
計画期間が５年の場合は、計画終了時において７．５％以上向上

Ｑ２：給与支給総額の伸び率の計算方法は。

Ａ２：給与支給総額の伸び率の計算方法は、以下のとおりです。

伸び率（％）＝（Ｂ－Ａ）÷｜Ａ｜×１００
Ａ＝申請直近期末値 Ｂ＝計画終了年度末値

（例：計画期間が５年の場合）
申請直近期末の給与支給総額が２，０００万円である場合、事業期間終了後の給与支給総額が
２，１５０万円以上になっている計画を作成する必要があります。

Ｑ３：給与支給総額の定義は何か。

Ａ３：給与支給総額は、「役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、
休日手当、家族（扶養）手当、住宅手当等」です。

（計算式）
給与支給総額＝役員報酬＋給料＋賃金＋賞与＋各種手当※
※残業手当、休日手当、家族（扶養）手当、住宅手当等を含み、給与所得とされない手当（退職手当等）
及び福利厚生費は含みません。

Ｑ４：個人事業主の場合、給与支給総額はどのように計算するのか。
Ａ４：個人事業主の場合は、青色決算申告書の損益計算書の以下の費目を用いて計算します。

給与支給総額＝給与賃金（⑳）＋専従者給与（㊳）＋青色申告特別控除前の所得金額（㊸）

※賃上げの目標設定に関するご質問等は、県商工労働部商工振興課【TEL073-441-2744】にお問い合わせ下さい。


